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鹿児島県町村監査委員協議会会則 

 

 

                   制  定  昭和２６年１０月２０日  

                   最終改正  令和３年２月１７日  

 

第１条 本会は，鹿児島県町村監査委員協議会と称する。 

第２条 本会は，鹿児島県内各町村の監査委員（以下「会員」と呼ぶ。）を以って組

織する。 

第３条 本会の事務所は，鹿児島県町村議会議長会事務局（鹿児島県市町村自治会

館内）に置く。 

第４条 本会は，監査委員制度の適切な運営により，公正にして，民主的，能率的

な自治行政を確保し，もって住民の福祉増進に寄与することを目的とする。 

第５条 本会は，前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）目的達成に必要な会議の開催 

（２）監査事務に関する研修会，講習会の開催 

（３）監査に関する各種調査，研究及び資料の収集，配布 

（４）監査委員制度に関する関係方面への陳情，請願，意見，要望書等の提出 

第６条 本会の会議は，総会及び理事会とする。 

  総会は，定期総会及び臨時総会とし，定期総会は毎年１回，臨時総会は，理事 

 会で必要と認められたとき又は会員の３分の１以上の要求があったとき，これを

開催する。 

  次条第１号の総会事項の決定のため総会の開催が必要であるにもかかわらず，

災害，感染症その他避けることのできない事情のため総会の開催が困難であると

会長が認めるときは，当該総会事項について，会員の書面による表決に付し、会

員の過半数の同意をもって総会の議決に代える（以下「総会の開催に代える会員

の書面表決による総会事項決定」という。）ことができる。 

  第９条及び第１０条の規定による役員の選出のため総会の開催が必要であるに

もかかわらず，災害，感染症その他避けることのできない事情のため総会の開催
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が困難であると会長が認めるときは，第１７条の規定に基づく理事及び監事の選

出に関する定めにより選出された者の協議による役員の選考の結果について，会

員の書面による表決に付し，会員の過半数の同意をもって総会の役員の選出に代

える（以下「総会の開催に代える会員の書面表決による役員選出」という。）こと

ができる。 

  総会の開催に代える会員の書面表決による総会事項決定及び総会の開催に代え

る会員の書面表決による役員選出を行うときは，その決定及び役員選出となる期

日を指定して，当該期日の前日までに会員の書面による表決を終えなければなら

ない。 

  理事会は，会長が必要と認めたとき，又は理事の３分の１以上の者から会議に

付する事項を示して理事会招集の請求があったとき開催する。但し，理事会の開

催が困難であると会長が認めるときは，理事会に代えて，次条第２号の理事会事

項の決定及び第１０条の総会に代えて行う理事及び監事の欠員補充については理

事の過半数の書面による同意をもって，第１０条の会長及び副会長の互選につい

ては理事の書面による手続をもって，それぞれ行うことができる。 

第７条 総会及び理事会に諮るべき事項は次のとおりとする。 

（１）総会事項 

  ア 本会の予算及び決算 

  イ 本会より提出する陳情，請願事項の決議 

  ウ 本会の年度事業計画 

  エ 本会の会則の変更 

  オ その他本会運営に関する重要な事項 

（２）理事会事項 

  ア 総会で付託された事項 

  イ 予算案作成及び会費負担に関する事項 

  ウ 既定予算の更正及び既定会費の追加を伴わない追加予算案の議決 

  エ 軽易又は緊急を要する陳情，請願，意見，要望書の決議 

  オ その他本会の運営に関する事項 

第８条 総会及び理事会は，会長が招集する。 
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  会長は，総会及び理事会の議長となる。 

  総会及び理事会は，その構成員の半数以上の者が出席しなければ開くことがで

きない。議事は，出席者の過半数でこれを決し，可否同数のときは，議長の決す

るところによる。 

第９条 本会に次の役員をおく。 

  会長１人，副会長２人，理事８人以内（会長，副会長を含む。），監事２人 

  役員の任期は２年とする。但し，再任は妨げない。 

  欠員により，会長，副会長，理事，監事となった者の任期は，前任者の任期の

残任期間とする。 

第１０条 理事及び監事は，総会において会員中より選出し，会長及び副会長は，

理事会において互選する。但し，理事及び監事の欠員を補充する場合は，理事会

をもって総会に代えることができる。この場合は，次の総会において報告しなけ

ればならない。 

  会長，副会長，理事及び監事が，その任期中，町村監査委員の任期が満了し

た後に引き続き町村監査委員に就任したときは，それぞれその職は引き続くも

のとする。 

第１１条 会長は，会務を総理し，会を代表する。 

  副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは，その

職務を行う。 

  理事は，理事会に出席し会務に参与する。 

  監事は，会計を監査する。 

第１２条 役員は，すべて無報酬とする。但し，必要に応じ実費弁償をなすことが

できる。 

第１３条 本会の事務を処理するため事務局を置き，次の職員を会長が任命する。 

  事務局長１名 職員若干名  

第１４条 本会の運営に必要な経費は，会費，補助金，その他の収入をもってこれ

に充てる。 

第１５条 会費は，４月１日に現存する町村が分担する会費額を収入する。 

第１６条 任期満了等により正副会長及び理事がすべて欠けた場合は，事務局長が
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会長事務を代行する。 

第１７条 本会則の施行に関し必要な事項は，会長が理事会の議決を経て，別にこ

れを定める。 

 

   附 則 

 本会則は，昭和２６年１０月２０日から施行する。 

  ～〔略〕～ 

   附 則 

 この会則は，議決の日から施行する。 

   

 


